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年末年始など、冬休みに高校生等の学生アルバイトを雇う機会も増える時期ですが、 

18 歳未満の年少者については、労働時間について 18 歳以上の労働者とは異なる取り 

扱いがあるので注意が必要です。今回のあおぞらレターは、18 歳未満の年少者を 

雇用するときの注意点についてご案内します。 

◆満 18 歳未満の年少者の 

労働時間は…… 

＜原則＞ 

1111日日日日8888時間時間時間時間かつかつかつかつ1111週週週週40404040時間以内時間以内時間以内時間以内    

 

！！！！注意注意注意注意！！！！    

●法定時間外労働不可 

●休日労働不可 

●深夜労働不可 

◆その他の注意点 

●年齢確認のために、住民票等の戸籍 

証明書を事業場に備え付ける必要が 

あります。 
 

●賃金は労働者本人に支払わなければ 

なりません。親であっても労働者の 

代わりに受け取ることはできません。 

（振込先に注意しましょう） 

＜例外１＞ 次の場合には、中学校卒業以上 

満 18 歳未満の年少者でも一定の範囲で 

原則の時間を超える労働が可能 
 

①●1 ヶ月または 1 年単位の変形労働時間制を 

採用している  かつ 

●1 日の労働時間は 8 時間以内 

       ↓↓↓↓    

1111 週週週週 48484848 時間時間時間時間までまでまでまで可能可能可能可能    
 

②●1 週のうち 1 日の労働時間を 4 時間以下に 

短縮している  かつ 

●1 週の労働時間は 40 時間以内 

        ↓↓↓↓    

    1111 日日日日 10101010 時間時間時間時間までまでまでまで可能可能可能可能    
 

＜例外２＞ 次の場合は深夜労働が可能 

●16 歳以上の男性である    かつ 

●交代制で使用している場合 


